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三条市農業委員会総会議事録

日 時 令和３年５月６日 午後２時

場 所 三条市役所栄庁舎 ３階 ホール

会議に付した議題

議第 １号 三条市農業委員会会長互選について

議第 ２号 三条市農業委員会会長代理互選について

議第 ３号 三条市農業委員会農地利用最適化推進委員の委嘱について

議第 ４号 三条市農業委員会農政対策部会及び調査部会の設置について

議第 ５号 三条市農政対策協議会委員の推薦について

議第 ６号 三条市農業再生協議会委員の推薦について

議第 ７号 三条市環境審議会委員の推薦について

議第 ８号 三条市食育推進及び農業振興審議会委員の推薦について

議第 ９号 三条市特別職報酬等審議会委員の推薦について

議第１０号 三条市農業委員会だより編集委員会委員の推薦について

議第１１号 三条市農業者年金加入推進部長、副部長の推薦について

農業委員出席委員 １９名

１番 山 倉 広 委員 ２番 山 屋 和 徳 委員

３番 熊 倉 睦 委員 ４番 桒 原 一 郎 委員

５番 馬 場 良 子 委員 ６番 坂 井 浩 行 委員

７番 田 邉 稔 委員 ８番 捧 幸 伸 委員

９番 佐 藤 秀 樹 委員 １０番 野 﨑 文 夫 委員

１１番 岡 﨑 洋 一 委員 １２番 島 影 正 幸 委員

１３番 清 野 秀 作 委員 １４番 小 林 茂 宏 委員

１５番 佐 藤 一 富 委員 １６番 三 師 満 夫 委員

１７番 佐 藤 裕 雄 委員 １８番 田 邉 敦 子 委員

１９番 廣 川 哲 也 委員

農業委員欠席委員 なし

推進委員出席委員 １７名

飯 栄三千 委員 井 上 利 弥 委員

大 口 伸 昭 委員 澤 利 嗣 委員

北 澤 正 之 委員 小 池 秀 一 委員

笹 岡 大 介 委員 髙 山 弘 則 委員
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長谷川 淨 二 委員 原 田 孝 一 委員

松 岡 博 一 委員 松 下 正 樹 委員

矢 代 誠 一 委員 山 谷 秀 昭 委員

田 精 一 委員 吉 田 昇 委員

渡 辺 秀 人 委員

推進委員欠席委員 １名

廣 川 久 一 委員

農業委員会等に関する法律第２１条第１項ただし書により出席した者

三 条 市 長 滝 沢 亮

挨拶（自己紹介）のため出席した者

経 済 部 長 渡 辺 一 美

農 林 課 長 藤 家 憲

職務のため出席した事務局職員

事 務 局 長 阿 部 勝 峰

経 営 基 盤 係 長 上 林 裕 則

経営基盤係主任 高 野 久美子

経営基盤係主事 赤 塚 由 依

経 営 基 盤 係
味 田 佐恵子

一 般 任 用 主 事

午後１時４０分 開会及び開議

（午後１時３０分 三條新聞社傍聴）

事務局（阿部事務局長）

それでは、ただいまから三条市農業委員会総会を開会いたします。

しばらくの間、司会をさせていただきます農業委員会事務局長の阿部でございます。

どうぞよろしくお願いいたします。

出席報告をいたします。ただいまの出席は、在任委員19名全員出席でございます。

三条市農業委員会会長等互選規程第５条の規定により、在任委員の３分の２以上の委

員の出席により、会議は成立しております。

また、本日の会議は、委員の任期満了による任命の後、最初に行われる総会でござい

ますので、農業委員会等に関する法律第27条第１項ただし書により市長が招集しており

ます。

それでは、初めに招集者であります三条市長より御挨拶を申し上げますので、よろし

くお願いいたします。
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市長（滝沢 亮）

皆様、こんにちは。三条市長の滝沢でございます。このたびは、農業委員への御就任、

誠にありがとうございます。また、日頃から三条市の行政、とりわけ農業行政に対しま

す御理解、御協力、改めましてお礼申し上げます。

私、このゴールデンウイーク、５月４日なんですけれども、今年４月に入りました三

条市の職員と、新人研修の一環として、下田の北五百川地区にある棚田で田植えをして

まいりました。テレビ局も来られていましたので、御覧になった方もいらっしゃるかな

と思いますけれども、私も昨年11月に入ったばかりの新人ということで、一緒に田植え

体験をしてまいりました。５月４日、ちょうど天気もよくて田植え日和だったわけです

けれども、もちろん大自然の中で貴重な体験ではありましたけれども、一方で、やはり

農業の厳しさ、また特に中山間地域での農業の厳しさというものを自ら体験した機会で

もありました。また、それ以外にも、三条市、やはり耕作放棄地だったり、担い手不足、

後継者不足だったり、またつい最近も熊が高城のヒメサユリの小径のところに出たとい

う報道がありましたけれども、熊をはじめとする鳥獣害の問題等々、三条市独自、なお

かつ日本全国同じような問題ではありますけれども、このような問題を抱えているとこ

ろではございます。そのような問題に関しまして、我々行政、三条市役所といたしまし

ても懸命に取り組むところではございますけれども、ぜひとも皆様方のお知恵、お力を

お借りできて、一緒に協働して取り組んでいただければと思いますので、この場を借り

てお願い申し上げます。

また、昨年の新型ウイルス禍に伴いまして、リモートワークだったり、都会から地方

に住む地方創生という流れが加速、推進されています。その中でやはり都会、関東地区

等々で働いていた人が地方に住む、またその地方に住む中で、例えばこの三条地域です

とキャンプだったり、また農業だったり等という話で移住してくるというような話も聞

いております。そのような中で、そのリモートワークだったり、移住者を加速させる一

つの要件として、一つの促進剤として、例えば農地付きの空き家の手配等々もあるかと

思いますので、皆様方におかれましては、今後は下限面積の要件につきましても様々な

形で御検討いただければなというふうに考えております。

最後になりますが、皆様方のこれからのますますの御活躍を祈念いたしまして、私か

らの簡単な挨拶とさせていただきます。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

事務局（阿部事務局長）

ありがとうございました。

ここで、三条市の農業関係を所管しております経済部長、農林課長が出席しておりま

すので、自己紹介をお願いいたします。

経済部長（渡辺一美）

皆様、こんにちは。三条市経済部長の渡辺でございます。これからの農業行政、皆様

方のお力をお借りしたいと思いますので、何とぞ御協力、御指導のほどよろしくお願い

します。

農林課長（藤家 憲）
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皆様、こんにちは。三条市経済部農林課長を仰せつかっております藤家憲と申します。

引き続き農業政策の展開につきまして御協力をお願いしたいと思いますので、どうぞよ

ろしくお願いいたします。

事務局（阿部事務局長）

ありがとうございました。

本日の会議は、農業委員会委員の任命後、最初の農業委員会総会で、会長及び会長代

理を互選いただくために招集された総会でございます。

そこで、本日の議長でございますが、三条市農業委員会会長等互選規程第６条により、

出席委員の最年長者を議長に充てることになっております。出席委員の中で最年長者は

馬場良子委員でありますので、馬場委員より、会長が決まるまでの間、議長を務めてい

ただきたいと思いますが、ここで市長及び部課長は次の公務がございますので、退席を

させていただきます。

（午後１時４８分 滝沢市長、渡辺経済部長、藤家農林課長退席）

事務局（阿部事務局長）

馬場委員、議長席に御着席をお願いいたします。

（臨時議長 馬場良子委員議長席に着く）

事務局（阿部事務局長）

馬場議長、よろしくお願いいたします。

臨時議長（馬場良子委員）

ただいま御紹介いただきました馬場でございます。互選会の議長を務めさせていただ

きますが、何しろ不慣れなものでございますので、皆様の御協力をよろしくお願いした

いと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

それでは、着座にて始めたいと思います。本日は、市長より任命後、最初の総会でご

ざいますので、まず議席を定めたいと存じます。委員の議席につきましては、三条市農

業委員会会議規則第７条の規定によりますと、市長が委員を任命した後の最初の総会に

おいてくじで定めるとなっております。

そこで、くじの方法についてお諮りします。現在着席されております机の上の番号１

番から順に引いていただき、引いたくじ棒の番号を議席番号としたいと思いますが、御

異議ございませんでしょうか。

（「異議なし」の声あり。）

臨時議長（馬場良子委員）

ありがとうございます。

それでは、御異議がないものと認め、そのようにいたします。

なお、受付のときにもらった番号札と引換えに引いてもらいますので、札を持って前

に出てきてください。よろしくお願いいたします。

（くじ棒を引く。）

臨時議長（馬場良子委員）

全員くじを引かれましたでしょうか。くじ棒の番号が正式な議席番号となります。
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議席の移動のため、しばらく休憩いたします。

（午後１時５７分から午後２時０５分まで休憩）

臨時議長（馬場良子委員）

それでは、会議を再開いたします。

それでは、議席番号について報告をいたします。

事務局より報告をお願いいたします。

事務局（阿部事務局長）

（事務局から議席番号について報告）

臨時議長（馬場良子委員）

それでは、以上のように議席番号が決まりました。

せっかくの機会ですので、会議に入る前にそれぞれの委員から自己紹介をお願いした

いと存じます。自己紹介は、議席番号の順にお願いいたします。

それでは、１番からお願いいたします。

１番（山倉 広委員）

月岡の山倉と申します。諏訪と月岡、妙法寺から推薦を受けて農業委員という立場に

なりました。何分、今期が最初なもんですんで、何も分かりませんので先輩方よろしく

お願いいたします。

２番（山屋和徳委員）

皆さん、こんにちは。議席番号２番の山屋と申します。下田地区の長沢出身でござい

ます。今回初めて農業委員ということで緊張しておりますが、委員の皆様、それから事

務局の皆様からいろいろと指導いただきながら三条市の農業の持続的発展のために頑張

っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

３番（熊倉 睦委員）

下田地区の熊倉睦といいます。皆さんと協力しながら、耕作放棄地、いろんな問題が

転々としておりますので、協力しながらやっていきたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。

４番（桒原一郎委員）

旧栄地区の桒原と申します。「桒」という字はちょっと変わっているかと思いますけ

ども、戸籍上の「桒」になります。ふだんは又を３つ「桑」書いておりますが、一応そ

ういうことですんで。農業委員、推進委員合わせて今回３期目になります。よろしくお

願いします。

臨時議長５番（馬場良子委員）

三条市西大崎から参りました馬場良子と申します。初めてですので、よろしくお願い

いたします。

６番（坂井浩行委員）

議席ナンバー６番、下田地区の名下から参りました坂井浩行です。農業委員で３期目

となります。これから３年間よろしくお願いいたします。

７番（田邉 稔委員）
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議席ナンバー７番の田邉稔でございます。三条地区の井栗から参りました。私は、今

回で４期目になります。よろしくお願いいたします。

８番（捧 幸伸委員）

大崎地区の捧です。１期推進委員をさせてもらい、今回は地区のいろいろな事情があ

りまして農業委員になりました。何も分かりませんが、先輩方の指導を受けて頑張りた

いと思います。よろしくお願いします。

９番（佐藤秀樹委員）

栄地区泉新田からですが、佐藤と申します。今年で２期目になりますけども、農業は

食糧供給で大事な職業だと思いますので、子供たちのこともよく考えて、よろしくお願

いします。

10番（野﨑文夫委員）

三条地区から推薦受けまして、今回で５期目でございます。農業委員やって５期続け

てやってきたんですが、私、個人的なことを言わせていただきますが、農業委員会とい

うものは非常に特殊なところでございまして、これからやはり、先ほど熊倉委員さんも

言われたように、難問題が控えております。そういったような中で取り組んでいかなけ

ればならないのかなと思って考えている次第でございます。どうかよろしくお願い申し

上げます。

11番（岡﨑洋一委員）

11番の岡﨑です。栄地区の前谷内という集落なんですが、都会的な帯織の駅の見附寄

りの境界のところが前谷内というところです。それと、今回農業委員初めてさせていた

だくんですけども、振り返りますと何か農業委員会とは縁がありまして、一番最初に職

場入ったときに農業委員会事務局９年間在籍しておりました。今度は農業委員という立

場でいろいろまた御指導願いたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。

12番（島影正幸委員）

栄地区北潟の島影正幸と申します。初めての農業委員ですが、精いっぱい頑張ってい

きますので、よろしくお願いします。

13番（清野秀作委員）

三条市塚野目の清野秀作といいます。農業、農地問題、本当によく分からないんです

けど、今、後継者問題、必須な課題ですけど、ただこれからは組織化もやっぱり必須か

と思いまして、また集落に残っている皆さん、若い人たちと話をしていきたいと思いま

す。どうかよろしくお願いします。

14番（小林茂宏委員）

14番、三条地区は上須頃から参りました小林茂宏と申します。農業委員はこれで３期

目となります。まだまだ勉強しなければいけないことがたくさんあると思いますので、

皆様方からまたいろいろ御指導いただきながら頑張ってまいりたいと思います。よろし

くお願いします。

15番（佐藤一富委員）

15番、佐藤と申します。私、下田地区でこれで２期目に入ります。自分なりに一生懸
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命やりたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。

16番（三師満夫委員）

栄、大和地区の推薦を受けまして、善久寺集落から参りました三師と申します。今回

２期目になりますが、まだまだ分からないところもありますので、また皆様方と一緒に

なって問題を解決していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

17番（佐藤裕雄委員）

17番、佐藤です。旧下田地区荒沢より参りました。３年間よろしくお願いいたします。

18番（田邉敦子委員）

18番、田邉敦子です。栄地区に住んでおります。三条まんま塾の推薦を受けまして拝

命賜りました。女性目線、消費者目線で頑張りたいと思います。３年間よろしくお願い

いたします。

19番（廣川哲也委員）

19番、廣川哲也です。よろしくお願いいたします。

臨時議長（馬場良子委員）

ありがとうございました。

続きまして、議事録署名委員を指名したいと思います。１番、山倉広委員、19番、廣

川哲也委員の両名を指名しますので、よろしくお願いいたします。

臨時議長（馬場良子委員）

これより議第１号『三条市農業委員会会長互選について』及び議第２号『三条市農業

委員会会長代理互選について』の以上２件を一括議題といたします。

なお、互選につきましては、三条市農業委員会会長等互選規程第７条の定めるところ

により、互選管理人１人を定め、互選に関する事務を管理、執行してもらうことになっ

ております。互選管理人の選任について御意見ございませんでしょうか。

（「議長一任」の声あり。）

臨時議長（馬場良子委員）

ありがとうございます。

議長一任の声がありますので、議長から指名申し上げたいと存じますが、御異議ござ

いませんでしょうか。

（「異議なし」の声あり。）

臨時議長（馬場良子委員）

異議なしと認めます。よって、議長より指名いたします。

互選管理人に７番、田邉稔委員を指名いたします。田邉委員は互選管理人の席に御着

席願います。

（互選管理人 田邉 稔委員互選管理人席に着く）

互選管理人（田邉 稔委員）

ただいま互選管理人に指名されました７番、田邉稔でございます。よろしくお願いい

たします。
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座って議事進行させていただきますので、よろしくお願いいたします。

それでは、まず会長の互選の方法についてお諮りいたします。三条市農業委員会会長

等互選規程により、投票にするか、または指名推選の方法によることができるとされて

おります。いずれの方法によったらよいかお諮りいたします。いかがでしょうか。

（「指名推選でお願いします」の声あり。）

互選管理人（田邉 稔委員）

指名推選の声がございますが、三条市農業委員会会長等互選規程第12条の規定により

指名推選とすることについて異議はございませんか。

（「異議なし」の声あり。）

互選管理人（田邉 稔委員）

全員異議ないものと認め、会長の互選については指名推選の方法によることに決定い

たします。

次に、会長代理の互選方法を同じく投票か指名推選かのいずれの方法によるかをお諮

りいたします。

（「指名推選でお願いします」の声あり。）

互選管理人（田邉 稔委員）

会長と同じく指名推選による互選を行うことに決定してよろしいでございましょうか。

（「異議なし」の声あり。）

互選管理人（田邉 稔委員）

全員異議ないものと認め、会長代理の互選についても指名推選の方法によることに決

定いたします。

続いて、指名すべき会長及び会長代理を選考する選考委員の指名についてお諮りいた

します。選考委員は、三条地区、栄地区、下田地区の３地区よりおのおの３名、計９名

とし、各地区３名の指名はそれぞれの地区の委員間で協議していただいて、その結果を

互選管理人に報告していただきます。それぞれの地区からの報告のあった各３名、計９

名の委員の方を選考委員に指名することにしたいと存じますが、御異議はございません

か。

（「異議なし」の声あり。）

互選管理人（田邉 稔委員）

異議ないものと認め、これより別室において地区別に選考委員各３名、計９名の方を

決めていただきますので、その間、しばらく休憩を取っていただきますよう議長にお願

いいたします。

なお、別室は大会議室を用意してあります。

臨時議長（馬場良子委員）

互選管理人から要請がありますので、しばらく休憩いたします。

（午後２時２０分から午後２時２４分まで休憩）

臨時議長（馬場良子委員）

それでは、互選管理人より要請がありますので、会議を再開いたします。
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互選管理人（田邉 稔委員）

各地区３名の選考委員の推薦がありましたので、選考委員を指名させていただきます。

三条地区、13番、清野秀作委員、14番、小林茂宏委員、19番、廣川哲也委員。続いて、

栄地区、４番、桒原一郎委員、９番、佐藤秀樹委員、16番、三師満夫委員。続いて、下

田地区、３番、熊倉睦委員、15番、佐藤一富委員、17番、佐藤裕雄委員。

以上９名の方を指名いたします。

これより別室において選考委員会を開催していただくため、その間しばらく休憩を取

っていただきますよう議長にお願いいたします。

なお、別室は大会議室を用意してあります。

臨時議長（馬場良子委員）

互選管理人より要請がありましたので、しばらく休憩いたします。

（午後２時２６分から午後２時３０分まで休憩）

臨時議長（馬場良子委員）

それでは、互選管理人より要請がありますので、会議を再開いたします。

互選管理人（田邉 稔委員）

選考委員会が終わりました。

それでは、選考結果の報告を選考委員の代表の方からお願いいたします。

選考委員代表（佐藤裕雄委員）

17番、佐藤です。それでは、報告をさせていただきます。

選考委員会で、会長、会長代理につきまして慎重審議の結果、会長に10番、野﨑文夫

委員、会長代理に４番、桒原一郎委員を推薦することといたしましたので、報告いたし

ます。

以上です。

互選管理人（田邉 稔委員）

ありがとうございました。

ただいま、選考委員による選考の結果では、会長には10番、野﨑文夫委員、会長代理

には４番、桒原一郎委員を指名推選する旨の報告がなされました。

お諮りいたします。ただいま選考委員より指名推選のとおり、会長に野﨑文夫委員、

会長代理に桒原一郎委員をそれぞれ当選人とすることに異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり。）

互選管理人（田邉 稔委員）

全員異議ないものと認め、三条市農業委員会会長には野﨑文夫委員、会長代理には桒

原一郎委員を当選人と決定いたしました。

直ちに三条市農業委員会会長等互選規程第13条、第14条、第17条の規定に基づき所定

の手続を行いますので、その間しばらく休憩を取っていただきますよう議長にお願いい

たします。

臨時議長（馬場良子委員）

互選管理人から要請がありますので、所定の手続を完了するまでの間しばらく休憩い
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たします。

（午後２時３２分から午後２時３３分まで休憩）

臨時議長（馬場良子委員）

それでは、互選管理人より要請がありますので、会議を再開いたします。

互選管理人（田邉 稔委員）

先ほどの会長及び会長代理の互選結果について、互選規程第13条、第14条及び第17条

の規定による所定の手続を一切完了したことを御報告いたします。

以上で互選管理人の職務は終了いたします。委員の皆さん、御協力どうもありがとう

ございました。

（互選管理人 田邉 稔委員退席）

臨時議長（馬場良子委員）

それでは、ただいま互選管理人からの報告のとおり、会長に野﨑文夫さん、会長代理

に桒原一郎さんがそれぞれ就任されました。

よって、互選会の議長は以上をもちまして退任をさせていただきます。皆様の御協力

感謝申し上げます。ありがとうございました。

なお、会長は議長席に着席の上、就任の挨拶をお願いいたします。

（臨時議長 馬場良子委員退席、会長 野﨑文夫委員議長席に着く）

議長（野﨑会長）

今ほど指名推選で三条市農業委員会の会長を仰せつかりました野﨑文夫でございます。

この上ない光栄と存じております。一方、会長として責任の重さを痛切に感じていると

ころであります。

御案内のとおり、我が国の農業は、農業従事者の高齢化や担い手不足、耕作放棄地の

拡大など、喫緊の課題を迎えております。このような状況下で、当三条市農業委員会で

は、農業委員と農地利用最適化推進委員と一体となって、農地法に基づく農地転用に関

する許可事務はもちろんのこと、農地等の利用最適化推進に基づく担い手への促進、そ

して農地利用の集積、集約化、遊休農地の発生防止、解消、新規参入の促進などへの対

応に当たってまいりました。今の言ったことのほかに、下限面積、そして農地取得に対

する下限面積の改正という問題が蓄積されておるわけでございます。

引き続き、委員の皆様の御指導、御鞭撻を賜りながら、今後３年間委員会の運営に邁

進してまいりますので、委員の皆様の特段の御協力をお願い申し上げ、簡単でございま

すが、私の会長の就任の挨拶とさせていただきます。どうもありがとうございました。

着席させていただきます。引き続き会長代理の就任の挨拶をお願いしたいのですが、

その前に委員の皆様にお諮りをさせていただきます。今後、総会において会長代理から

私の隣にいていただいて、審議に関わる問題についていろいろと相談させていただきた

いということで、委員の皆様から同意を得られれば桒原会長代理から私の隣にいていた

だきたいと思うのですが、いかがでしょうか。

（「異議なし」の声あり。）

議長（野﨑会長）
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異議なしということで、桒原会長代理、私の隣の席に着席をお願いいたします。

桒原会長代理から就任の挨拶をお願いしたいと思います。

（会長代理 桒原一郎委員会長代理席に着く）

４番（桒原一郎委員）

お疲れさまです。ただいま御紹介いただきました桒原一郎でございます。皆様の御推

挙により会長代理を仰せつかり、身の引き締まる思いでございます。

先ほど会長が述べられたとおり、現在の農業基盤、農業行政をめぐる状況については

大きな課題が山積みしております。農業委員の職務を認識し、野﨑会長を補佐しながら、

三条市の今後の農業行政に微力でありますが、尽くしてまいりたいと思います。

最後になりますが、まだまだ私は弱輩者であります。会長のお助けができるかどうか

分かりませんが、そのためにも委員の皆様、そして事務局職員の皆様から御指導、御協

力を仰ぎながら精いっぱい私なりに頑張りたいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。

簡単ではございますが、就任の挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたしま

す。

議長（野﨑会長）

それでは、議第３号『三条市農業委員会農地利用最適化推進委員の委嘱について』を

議題といたします。

事務局、説明願います。

事務局（阿部事務局長）

それでは、議第３号『三条市農業委員会農地利用最適化推進委員の委嘱について』御

説明させていただきます。

４ページをお願いいたします。三条市農業委員会農地利用最適化推進委員を委嘱する

ことについて、農業委員会等に関する法律第17条第１項の規定により三条市農業委員会

の承認を求めるものでございます。

推進委員につきましては、議案に記載されました18名の方々ですので、御審議のほど

よろしくお願いいたします。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、質疑に入ります。御発言のある方、御発言を願います。

なお、委員の質問等の発言については、挙手をし、発言を求め、議長の許可を得てか

ら発言をお願いいたします。

御発言がないようですので、お諮りをいたします。議第３号『三条市農業委員会農地

利用最適化推進委員の委嘱について』は、原案のとおり承認することに御異議ございま

せんか。

（「異議なし」の声あり。）

議長（野﨑会長）
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それでは、異議ないようですので、議第３号は原案のとおり決定いたします。

ここで休憩し、休憩の間に農地利用最適化推進委員の委嘱状交付式を行いたいと思い

ます。

それでは、これより休憩いたします。

（午後２時４０分から午後３時０４分まで休憩）

（農地利用最適化推進委員入室、会長から委嘱状交付）

議長（野﨑会長）

それでは、再開いたします。

本日提出されている議案は全て終了しましたが、せっかくの機会でございますので、

この際、急を要する人事案件として、議第４号『三条市農業委員会農政対策部会及び調

査部会の設置について』、議第５号『三条市農政対策協議会委員の推薦について』、議第

６号『三条市農業再生協議会委員の推薦について』、議第７号『三条市環境審議会委員

の推薦について』、議第８号『三条市食育推進及び農業振興審議会委員の推薦について』、

議第９号『三条市特別職報酬等審議会委員の推薦について』、議第10号『三条市農業委

員会だより編集委員会委員の推薦について』及び議第11号『三条市農業者年金加入推進

部長、副部長の推薦について』を事務局のほうで準備しているようでありますが、これ

を議事日程に追加したいと思いますが、いかがでしょうか。

（「異議なし」の声あり。）

議長（野﨑会長）

異議なしと認め、議事日程を追加します。

事務局、追加議案の配付をお願いいたします。

（追加議案配付）

議長（野﨑会長）

それでは、議第４号『三条市農業委員会農政対策部会及び調査部会の設置について』

を上程いたします。

部会ごとの所属委員数をどのようにするかでありますが、三条市農業委員会規則では

総会に諮って決めると規定されております。農政対策部会については、農業委員から三

条、栄、下田、各地区３人ずつとし、推進委員からは各地区１名ずつの12名としてはど

うかと思っております。また、調査部会については各部会12名とし、会長を除く全農業

委員と全推進委員から第１から第３調査部会までのいずれかに所属してもらい、各部会

には各地区の委員がなるべく平均に所属するようにしたいと思っておりますが、いかが

したらよろしいですか。御意見をお願いしたいと思います。

なお、ここでしばらく休憩し、休憩中に自由な意見交換をお願いします。

（午後３時１０分から午後３時１０分まで休憩）

議長（野﨑会長）

それでは、会議を再開いたします。

休憩中の意見交換に基づき、議長より各部会員を指名することで御異議ございません

か。
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（「異議なし」の声あり。）

議長（野﨑会長）

異議ないものと認め、これより指名いたします。

最初に、農政対策部会員12名を指名いたします。農政対策部会員に、三条地区から、

８番、捧幸伸委員、７番、田邉稔委員、13番、清野秀作委員及び飯 栄三千推進委員。

栄地区から、18番、田邉敦子委員、９番、佐藤秀樹委員、16番、三師満夫委員及び松岡

博一推進委員。下田地区から、３番、熊倉睦委員、17番、佐藤裕雄委員、15番、佐藤一

富委員及び原田孝一推進委員の以上12名を指名いたします。

次に、調査部会についてですが、指名をいたします。初めに、第１調査部会、三条地

区から、14番、小林茂宏委員、８番、捧幸伸委員、１番、山倉広委員、井上利弥推進委

員、渡辺秀人推進委員。栄地区から、９番、佐藤秀樹委員、11番、岡﨑洋一委員、 田

精一推進委員、大口伸昭推進委員。下田地区から、15番、佐藤一富委員、長谷川淨二推

進委員、原田孝一推進委員の12名を指名をいたします。

次に、第２調査部会についてですが、三条地区から、13番、清野秀作委員、５番、馬

場良子委員、飯 栄三千推進委員、松下正樹推進委員、廣川久一推進委員。栄地区から、

４番、桒原一郎委員、12番、島影正幸委員、小池秀一推進委員。下田地区から、17番、

佐藤裕雄委員、２番、山屋和徳委員、吉田昇推進委員、山谷秀昭推進委員の12名を指名

いたします。

最後に、第３調査部会についてですが、三条地区から、７番、田邉稔委員、19番、廣

川哲也委員、北澤正之推進委員、矢代誠一推進委員。栄地区から、16番、三師満夫委員、

18番、田邉敦子委員、松岡博一推進委員、髙山弘則推進委員。下田地区から、３番、熊

倉睦委員、６番、坂井浩行委員、笹岡大介推進委員、 澤利嗣推進委員の12名を指名い

たします。

なお、ただいま決定されました各部会の部会長及び部会長代理については、農業委員

会規則第６条第５項の規定に基づき、部会において互選することになっております。当

面、農地、農政関係の審議が急がれることから、この際、各部会の構成を行っていただ

きたいと思います。いかがでしょうか。

（「異議なし」の声あり。）

議長（野﨑会長）

異議ないものと認め、これより各部会における部会長及び部会長代理の互選会をお願

いいたします。

まず最初に、農政対策部会の互選会を行っていただきます。互選会は中会議室でお願

いいたします。

農政対策部会の互選会終了後、各調査部会の互選会をお願いします。互選会は大会議

室でお願いいたします。

なお、互選会終了後、それぞれの互選管理人は各部会長と部会長代理の氏名を報告願

います。

それでは、これより休憩に入ります。
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（午後３時１５分から午後３時２０分まで休憩）

議長（野﨑会長）

これより会議を再開いたします。

それでは、各部会の互選会が終わりましたので、互選結果について、農政対策部会、

第１調査部会、第２調査部会、第３調査部会の順に各部会の互選管理人から報告をお願

いいたします。

まずは農政対策部会、お願いいたします。

互選管理人（田邉 稔委員）

７番、田邉です。それでは、報告させていただきます。

農政対策部会につきましては、全員で慎重審議の結果、部会長に３番、熊倉睦委員、

部会長代理に８番、捧幸伸委員、同じく部会長代理に18番、田邉敦子委員に決定いたし

ました。

以上です。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

続きまして、第１調査部会、お願いいたします。

互選管理人（長谷川淨二推進委員）

第１調査部会報告をさせていただきます。推進委員９番、長谷川と申します。

私どもの部会は、先ほどの農政対策部会と同じように慎重審議の結果、部会長に９番、

佐藤秀樹委員、それから部会長代理に15番、佐藤一富委員、くしくも同じ佐藤さんにな

ってしまいました。ひとつよろしくお願いいたします。

議長（野﨑会長）

続きまして、第２調査部会、お願いいたします。

互選管理人（佐藤裕雄委員）

それでは、第２調査部会につきまして報告させていただきます。

慎重審議の結果、部会長に私、17番、佐藤裕雄、部会長代理に13番、清野秀作委員に

決定いたしました。

以上です。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

続いて、最後に第３調査部会、お願いいたします。

互選管理人（田邉 稔委員）

議席ナンバー７番、田邉です。それでは、報告させていただきます。

第３調査部会につきましては、全員で慎重審議の結果、部会長には私、７番、田邉稔、

部会長代理には16番、三師満夫委員に決定いたしました。

以上です。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。
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最後に、確認をいたします。農政対策部会は、部会長に３番、熊倉睦委員、部会長代

理、８番、捧幸伸委員、部会長代理、18番、田邉敦子委員。第１調査部会は、部会長に

９番、佐藤秀樹委員、部会長代理に15番、佐藤一富委員。第２調査部会は、部会長に17

番、佐藤裕雄委員、部会長代理に13番、清野秀作委員。第３調査部会は、部会長に７番、

田邉稔委員、部会長代理に16番、三師満夫委員。

以上、各部会から報告のとおり決定いたします。

議長（野﨑会長）

次に、議第５号『三条市農政対策協議会委員の推薦について』を議題といたします。

事務局、説明願います。

事務局（阿部事務局長）

それでは、議第５号『三条市農政対策協議会委員の推薦について』御説明いたします。

当協議会は、三条市における農政対策の適正な推進と農業の健全な発展を図るために

設置されたものであり、市長の諮問に応じ、農業振興地域の整備に関する法律に基づく

こと、農業経営基盤強化促進法に基づくことなどを調査、協議する組織であります。

当協議会より３名の推薦依頼が参っておるところでございます。

任期は、前任者の残任期間の令和４年８月21日まででございます。

以上でございます。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

三条市農政対策協議会委員３名については、前回はバランスを取って旧市町村単位で

各地区１名ずつ推薦しておりましたが、いかがしたらよろしいか、この案件についても

しばらく休憩を取って自由な意見の交換をお願いしたいと思います。

それでは、しばらく休憩いたします。

（午後３時２４分から午後３時２４分まで休憩）

議長（野﨑会長）

それでは、会議を再開します。

休憩中の意見交換に基づき、三条市農政対策協議会委員３名を議長が指名することで

御異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり。）

議長（野﨑会長）

それでは、異議ないものと認め、これより指名します。

三条地区から、10番、野﨑文夫、栄地区から、４番、桒原一郎委員、下田地区から、

３番、熊倉睦委員。

以上の３名を指名いたしますので、よろしくお願いいたします。

議長（野﨑会長）

続きまして、議第６号『三条市農業再生協議会委員の推薦について』を議題といたし
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ます。

事務局、説明願います。

事務局（阿部事務局長）

それでは、議第６号『三条市農業再生協議会委員の推薦について』御説明いたします。

当協議会は、農業経営の安定と国内生産力の確保を図り、もって食料自給率の向上と

農業の多面的機能を維持するために、経営所得安定対策の推進及びこれを円滑に実施す

るための行政と農業者団体等との連携体制の構築、戦略作物の生産振興や地域農業の振

興を図るとともに、農地の利用集積、耕作放棄地の再生利用、担い手の育成、確保等に

資することを目的とした組織であります。

当協議会より３名の推薦依頼が参っておるところでございます。

任期は、前任者の残任期間、令和３年６月28日まででございます。

以上です。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

三条市農業再生協議会委員３名については、いかが取り計らったらよいか、これも休

憩をして自由な意見の交換をお願いいたします。

しばらくの間休憩いたします。

（午後３時２８分から午後３時２８分まで休憩）

議長（野﨑会長）

それでは、会議を再開します。

休憩中の意見交換に基づき、三条市農業再生協議会委員３名を議長が指名することで

御異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり。）

議長（野﨑会長）

異議ないものと認め、これより指名します。

三条地区から、10番、野﨑文夫、栄地区から、４番、桒原一郎委員、下田地区から、

３番、熊倉睦委員。

以上の３名を指名いたしますので、よろしくお願いいたします。

議長（野﨑会長）

続きまして、議第７号『三条市環境審議会委員の推薦について』を議題といたします。

事務局、説明願います。

事務局（阿部事務局長）

それでは、議第７号『三条市環境審議会委員の推薦について』御説明いたします。

当審議会は、三条市における環境の保全及び創造に関する施策を計画的に推進し、現

在及び将来の市民の健康で文化的な生活を確保するために設置されたものであり、地域

環境総合計画の策定及び変更に関する審議や、その他市長の諮問に応じ、環境の保全及

び創造に関する重要事項を審議する組織であります。
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三条市長より１名の推薦依頼が参っておるところでございます。

任期は、前任者の残任期間、令和３年８月９日まででございます。

以上です。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

三条市環境審議会委員１名については、いかが取り計らったらよいか、これも休憩を

して自由な意見の交換をお願いしたいと思います。

しばらくの間休憩いたします。

（午後３時３０分から午後３時３０分まで休憩）

議長（野﨑会長）

それでは、会議を再開します。

休憩中の意見交換に基づき、三条市環境審議会委員１名を議長が指名することで御異

議ございませんか。

（「異議なし」の声あり。）

議長（野﨑会長）

異議ないものと認め、これより指名をいたします。

三条市環境審議会委員に３番、熊倉睦委員を指名いたしますので、よろしくお願いい

たします。

議長（野﨑会長）

続きまして、議第８号『三条市食育推進及び農業振興審議会委員の推薦について』を

議題といたします。

事務局、説明願います。

事務局（阿部事務局長）

それでは、議第８号『三条市食育推進及び農業振興審議会委員の推薦について』御説

明いたします。

当審議会は、市長の諮問に応じ、食育の推進と農業の振興に関する基本的事項及び重

要事項の調査及び審議をする組織でございます。

三条市長より１名の推薦依頼が参っておるところでございます。

任期は、令和５年４月30日まででございます。

以上でございます。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

三条市食育推進及び農業振興審議会委員１名については、いかが取り計らったらよい

か、これも休憩をし、自由な意見交換をお願いしたいと思います。

一旦休憩いたします。

（午後３時３５分から午後３時３７分まで休憩）

議長（野﨑会長）
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それでは、会議を再開いたします。

休憩中の意見交換に基づき、三条市食育推進及び農業振興審議会委員１名を議長が指

名することで御異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり。）

議長（野﨑会長）

異議ないものと認め、これより指名いたします。

三条市食育推進及び農業振興審議会委員に４番、桒原一郎委員。

以上のように指名いたします。よろしくお願いいたします。

議長（野﨑会長）

続きまして、議第９号『三条市特別職報酬等審議会委員の推薦について』を議題とい

たします。

事務局、説明願います。

事務局（阿部事務局長）

それでは、議第９号『三条市特別職報酬等審議会委員の推薦について』御説明いたし

ます。

当審議会は、市長の諮問に応じ、議会の議員の議員報酬の額並びに市長、副市長及び

教育長の給料の額並びに政務活動費の額を審議する組織でございます。

三条市長より１名の推薦依頼が参っておるところでございます。

任期は、前任者の残任期間、令和３年11月30日まででございます。

以上です。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

三条市特別職報酬等審議会委員１名については、いかが取り計らったらよいか、これ

も休憩をして自由な意見の交換をお願いしたいと思います。

一旦休憩いたします。

（午後３時４０分から午後３時４０分まで休憩）

議長（野﨑会長）

それでは、会議を再開いたします。

休憩中の意見交換に基づき、三条市特別職報酬等審議会委員１名を議長が指名するこ

とで御異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり。）

議長（野﨑会長）

異議ないものと認め、これより指名します。

三条市特別職報酬等審議会委員に10番、野﨑文夫。

以上のように指名いたします。よろしくお願いいたします。

議長（野﨑会長）



- 19 -

続きまして、議第10号『三条市農業委員会だより編集委員会委員の推薦について』を

議題といたします。

事務局、説明願います。

事務局（阿部事務局長）

それでは、三条市農業委員会だより編集委員の業務について説明いたします。

農業委員会は、法律の規定により農業及び農民に関する情報提供が事務とされており、

このことから、年２回、７月と３月に農業委員会だより「向日葵」を発行しております。

業務内容は、担当委員による取材や原稿作成、写真撮影、原稿や写真の割りつけ、印

刷原稿の校正等であります。編集会議は、農業委員会だより発行の大体75日前頃から４

回程度開催されます。

以上です。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

三条市農業委員会だより編集委員会委員については、各地区から農業委員２名、推進

委員１名、３名ずつ、合計９名を推薦いただいておりましたが、いかがいたしましょう

か。これも休憩をして自由な意見の交換をお願いいたします。

休憩します。

（午後３時４３分から午後３時４３分まで休憩）

議長（野﨑会長）

それでは、会議を再開いたします。

休憩中の意見交換に基づき、三条市農業委員会だより編集委員会委員を議長が指名す

ることで御異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり。）

議長（野﨑会長）

異議ないものと認め、これより指名いたします。

三条地区から、５番、馬場良子委員、１番、山倉広委員、松下正樹推進委員。栄地区

から、12番、島影正幸委員、小池秀一推進委員、髙山弘則推進委員。下田地区から、15

番、佐藤一富委員、２番、山屋和徳委員、山谷秀昭推進委員の９名を指名いたしますの

で、よろしくお願いいたします。

この際、農業委員会だより編集委員会の委員長及び副委員長２名を互選していただき

たいと思いますので、部屋は大会議室でお願いいたします。なお、互選終了後は委員長

と副委員長の氏名を報告を願います。

それでは、休憩に入ります。

（午後３時４５分から午後３時５５分まで休憩）

議長（野﨑会長）

それでは、会議を再開いたします。

それでは、互選会が終わりましたので、互選結果について互選管理人から報告をお願

いします。
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互選管理人（馬場良子委員）

それでは、報告させていただきます。

農業委員会だより編集委員会として慎重審議の結果、委員長に12番、島影正幸委員、

副委員長に15番、佐藤一富委員、同じく私、５番、馬場良子ということで決定いたしま

した。

以上でございます。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

いま一度確認いたします。編集委員会の委員長に12番、島影正幸委員、副委員長に５

番、馬場良子委員、同じく副委員長に15番、佐藤一富委員。

以上のとおり報告ありましたので、この報告のとおり決定いたします。

議長（野﨑会長）

続きまして、議第11号『三条市農業者年金加入推進部長、副部長の推薦について』を

上程し、議題といたします。

事務局、説明願います。

事務局（阿部事務局長）

それでは、三条市農業者年金加入推進部長、副部長の職務について御説明いたします。

老後の安定、安心のために、公的年金が国民年金のみで、上乗せ年金がない農業者の

解消に向けて、農業者年金の加入促進活動のリーダーとして指導的な活動を行っていた

だくものであります。

以上であります。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

三条市農業者年金加入推進部長、副部長については、各地区から部長に農業委員１名

ずつ、副部長に推進委員１名ずつと思っておりますが、いかがしましょうか。これも休

憩して自由な意見の交換をお願いしたいと思います。

休憩いたします。

（午後３時５６分から午後３時５７分まで休憩）

議長（野﨑会長）

それでは、会議を再開いたします。

休憩中の意見交換に基づき、三条市農業者年金加入推進部長、副部長を議長が指名す

ることで御異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり。）

議長（野﨑会長）

異議ないものと認め、これより指名いたします。

三条地区は、部長に14番、小林茂宏委員、副部長に井上利弥推進委員。栄地区は、部

長に11番、岡﨑洋一委員、副部長に大口伸昭推進委員。下田地区は、部長に吉田昇推進
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委員、副部長に長谷川淨二推進委員を指名いたします。よろしくお願いいたします。

議長（野﨑会長）

以上をもちまして本日予定されました議案の審議は全て終了いたしました。

せっかくの機会ですので、皆様のほうから何か御意見がございましたらお願いしたい

と思います。

御発言がないようでありますので、本日の総会は以上をもちまして閉会といたします。

午後３時５８分 閉会
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会議の 末を記載し、その相違ないことを証するために、ここに署名する。
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